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明石市立学校条例の一部を改正する条例制定のこと 

 

明石市立学校条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
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                明石市長   丸  谷  聡  子 



明石市立学校条例の一部を改正する条例 

明石市立学校条例（昭和３９年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

別表第８（第８条関係） 別表第８（第８条関係） 

 
（略） 

  
（略） 

 

 備考 屋内運動場の冷暖房設備の使用料は、30

分につき500円とする。この場合において、

その使用時間に30分未満の端数があると

きは、これを30分に切り上げて計算する。 

（新 設） 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第８の備考の規定は、令

和７年８月１日以後の使用に係る使用料について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、市内の中学校の体育館に冷暖房設備を整備することに伴い、当該設備の使用料を

定めるため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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